
商工中金・政投銀完全民営化推進法案 

【政策金融改革の着実な達成を図るための株式会社商工組合中央金庫法

及び株式会社日本政策投資銀行法を廃止する等の法律案〔新規立法〕】 

＜立法の背景・趣旨＞ 

  政策金融改革が当初の計画どおりに進行していない状況。 

 → 株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行の完全民営化

を早期に実現し、必要な政策金融改革の着実な達成を図る。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

<  廃  止  > 
 

<完全民営化> 
 

① 株式会社商工組合中央金庫法及び株式会社日本政策投資銀

行法は、この法律の公布の日から１年経過後の最初の４月１

日に、廃止すること。 

② 政府は、その保有する両株式会社の株式について、市場の

動向を踏まえつつ、両法律廃止から３年以内を目途として、

その全部を処分するものとすること。 

※ 危機対応業務については、その実施を担う金融機関の確保

等について、政府に法制上・財政上の措置等を義務付け 
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